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北九州市告示第３０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２６０条の

２第１項の規定により、地縁による団体を次のとおり認可した。 

  令和６年１月２５日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 認可地縁団体の名称 

  若松第１５区自治会 

２  規約に定める目的 

  地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資

すること。 

３ 区域 

  北九州市若松区大谷町、新大谷町、西畑町、畑谷町及び東畑町の全部並び

に小糸町、修多羅、深町一丁目、深町二丁目及び山ノ堂町の各一部 

４ 主たる事務所 

  北九州市若松区大谷町５番地３ 

５ 代表者の氏名 

  篠原幸枝 

６ 代表者の住所 

  北九州市若松区新大谷町７番２号 

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  代表者の職務執行の停止の有無 無し 

  職務代行者の選任の有無 無し 

８ 代理人の有無 無し 

９ 規約に定める解散事由 

法第２６０条の２０の規定による。 

１０ 認可年月日 

令和６年１月１７日 
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北九州市公告第５３号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和６年１月２５日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和６年１月２５日 第５号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市戸畑区丸町二丁目９０番、

９３番、９４番１、１１３番及び１

１４番 

４．００ ３５．２１ 
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